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工事施行成績評定基準

第１ 通則

評定は，正確な資料及び監督又は検査により確認した検査に基づき，現場の条件等を

勘案の上，評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

第２ 評定項目

考 査 項 目

評 価 項 目 細 別

１ 施工体制 Ⅰ 施工体制一般

Ⅱ 配置技術者

２ 施工状況 Ⅰ 施工管理

Ⅱ 工程管理

Ⅲ 安全対策

Ⅳ 対外関係

３ 出来形及び出来ばえ Ⅰ 出来形

Ⅱ 品質

Ⅲ 出来ばえ

４ 工事特性(加点のみ) Ⅰ 工事特性

５ 創意工夫(加点のみ) Ⅰ 創意工夫

６ 社会性等(加点のみ) Ⅰ 地域への貢献等

７ 法令遵守等(減点のみ)

８ その他

第３ 評定方法

１ 評定者は監督員，主任監督員，総括監督員，検査員とするが，主任監督員については

各部の監督体制に応じて評定者を指定することができる。

２ 評定については「工事施行成績採点表」（様式－１Ｋ①）及び「細目別評定点採点表」

(様式－１Ｋ②)で行うこととし，「考査項目別運用表」（建設工事施行成績評定様式一

覧表及び土木用品質及び出来ばえ対応表）で該当する事項を工事施行成績採点表の考査

項目欄の加減点を記入するものとする。

なお，評定に当たっての留意事項は，次のとおりとする。

(1) 請負業者から土木及び営繕工事等の「工事特性」，「創意工夫」，「社会性等」に関

して実施状況（別紙２，別紙３）の提出があるときは，評定に考慮するものとする。

(2) 工事主管課は，考査項目別採点運用表の評価欄「ｄ」，「ｅ」に該当する項目の場

合は，「工事施行成績採点表」（様式１Ｋ①）の所見欄に概要を記する。また，改善

指示等を請求した文書(請負代表者に送付したもの)及び法令遵守の考査項目で該当す

る場合は，関係書類の写し等を評定表に添付して評定に考慮するものとする。

(3) 工事監督員は，評定に当たって土木及び営繕工事等の「施工プロセス」のチェック

リスト(別紙１)を考慮するものとする。また，添付する工事は次のとおりとする。
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① 土木工事 設計金額 ５，０００万円以上

② 建築工事 設計金額 ８，０００万円以上

③ その他の工事 設計金額 ３，０００万円以上

３ 評定者ごとに評定点は，第２により付された各考査項目ごとの評定点（６５点）から

加減した値とする。

４ 請負工事の合計評定点は，次により算出するものとする。この場合，合計評定点の算

出に当たっては小数第１位を四捨五入するものとする。

(1) 検査が工事完成検査のみの場合

合計評定点＝（監督員の評定点）×０．３４＋（主任監督員及び総括監督員の評定

点）×０．２６＋（検査員の評定点）×０．４－（法令遵守等の評定

点）±（その他）

(2) 検査が工事完成検査のほかに部分検査及び中間検査（以下「部分検査等」という。）

を行い，工事完成検査と同等な考査項目があると認める場合

合計評定点＝（監督員の評定点）×０．３４＋（主任監督員及び総括監督員の評定

点）×０．２６＋（検査員（部分検査等）の評定点）×０．２＋（検

査員（完成検査）の評定点）×０．２－（法令遵守等の評定点）±（そ

の他）

５ 細目別評定点は，「細目別評定点採点表」（様式－１Ｋ②）により算出するものとし，

算出に当たっては小数第４位を四捨五入するものとする。

第４ 評定の特例

１ 共同企業体が施工した場合

共同企業体が施工した場合における評定は，共同企業体としての評定を各構成員それ

ぞれに適用する。

２ 契約を解除した場合

(1) 請負人の責に帰すべき理由により契約を解除した場合は，当該解除の時点における

工事の出来形等について評定するものとする。ただし，引き渡しを受ける必要がある

工事の出来形がない場合は，この限りではない。

(2) 市の責に帰すべき理由により契約を解除した場合は，当該請負工事は評定の対象と

しないものとする。

第５ 評定の修正

要領第７条の「評定を修正すべきと認める場合」とは，以下のとおりとする。なお，

修正の通知は，修正事実が判明した後速やかに行う。

１ 工事の請負契約書に基づく瑕疵担保期間中に工事目的物に瑕疵があることが判明した

場合において，その瑕疵の修補を請求し，又は修補に代え若しくは修補と共に損害賠償

を請求したときとする。

２ 当該工事で，工事しゅん功後において法令遵守等の違反により指名停止等の措置を受

けたときとする。なお，評定の修正期間は，完成検査結果通知日から１年以内とする。

附 則

１ 平成１５年４月１日から施行する。

２ 従来の工事施行成績評定基準は廃止する。

附 則

１ 平成１６年４月１日から施行する。

附 則

１ 平成１７年４月１日から施行する。
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附 則

１ 平成２０年４月１日から施行する。

附 則

１ 平成２４年４月１日から施行する。


